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船舶事故調査報告書 

 

平成２４年８月３０日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

委   員  庄 司 邦 昭 

委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 乗揚 

発生日時 平成２４年５月１９日 ０９時１８分ごろ 

発生場所 長崎県平戸市平戸島北西岸のハナグリ鼻 

 平戸市所在の肥前横島灯台から真方位２０４°１,９００ｍ付近 

 （概位 北緯３３°２４.４′ 東経１２９°３１.６′） 

事故調査の経過  平成２４年５月２４日、本事故の調査を担当する主管調査官（長崎事務

所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

漁船 五十六明 澄
めいちょう

、１９トン 

 ＮＳ２－１４８８５（漁船登録番号）、明星水産有限会社 

 １８.３５ｍ（Lr）×３.９６ｍ×１.８６ｍ、ＦＲＰ 

 ディーゼル機関、漁船法馬力数１６０、平成元年１月１９日 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ３６歳 

 一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免許登録日 平成１３年３月７日 

  免許証交付日 平成２２年９月２４日 

（平成２８年３月６日まで有効） 

甲板員 男性 ５４歳 

 一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免許登録日 昭和５３年７月１４日 

  免許証交付日 平成２１年８月１３日 

（平成２６年１２月１５日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 船首船底部に擦過傷及び破口 

 事故の経過 
 

 本船は、船長及び甲板員が乗り組み、長崎県松浦市調 川
つきのかわ

港で水揚げを

終え、船首約１.０ｍ、船尾約１.８ｍの喫水で同港から長崎県小値賀
お ぢ か

町小

値賀島北西方沖の漁場へ向かい、甲板員が、出港操船を終えた船長から船

橋当直を引き継ぎ、針路を平戸島北東岸の鍔
つば

埼北方約４００ｍに向ける約

２７７°（真方位、以下同じ。）に定め、平戸瀬戸北口沖を約９.３ノット

の対地速力で手動操舵により航行した。 

 甲板員は、操舵室前部右舷寄りの舵輪の右後方で椅子に腰を掛け、舵輪

を左手で持って操船を行い、平戸瀬戸北口を通過し、前方の白
しら

岳
たけ

瀬戸に他

船が見当たらなかったので、緊張感が薄れて眠気を感じるようになった。 

 甲板員は、鍔埼北方沖で平戸島北西岸のハナグリ鼻北方約２００ｍに向

くよう針路を約２５８°に転じて航行を続けた。 

 本船は、白岳瀬戸を西進中、甲板員が椅子に腰を掛けて船橋当直を続け
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ていたところ居眠りに陥り、平成２４年５月１９日０９時１８分ごろハナ

グリ鼻付近の岩場に乗り揚げた。 

 本船は、乗り揚げたことに気付いた甲板員が乗揚の状況等を確認したの

ち、機関を後進にかけて自力で離礁し、船長が会社に事故の報告を行い、

長崎県佐世保市の造船所に向かった。 

 気象・海象 

 

気象：天気 曇り、風向 南南東、風力 ２、視程 約２～３海里 

海象：海上 平穏、潮汐 下げ潮の中央期 

 その他の事項 
 

 本船は、本事故前々日の５月１７日早朝、船団の僚船と共に時化
し け

のた

め、基地である佐世保市神崎
こうざき

漁港に帰港して休んだのち、１８日１５時ご

ろ同漁港を出港して１９時ごろ小値賀島北西方沖の漁場に到着し、２０時

ごろから操業を開始した。 

 本船は、２２時ごろ漁獲物を積んで漁場を発進し、１９日０２時３０分

ごろ調川港に入港して水揚げを行った。 

 甲板員は、本事故の前年の約１年間は本船に船長として乗船していた。 

 甲板員は、船団の網船の甲板員として雇入れされていたが、漁場におい

て、網船の乗組員のうち１人か２人が手伝いのために順番で運搬船へ移乗

していたことから、本事故当時、運搬船の本船に乗り組み、漁場と水揚げ

港間で入出港以外の操船を行っていた。 

 甲板員は、１７日は自宅で休養を取り、１８日午後に網船で漁場へ向か

う間も船員室で休憩しており、睡眠不足や疲労が蓄積した状態ではなく、

飲酒もしていなかった。 

 甲板員は、船橋当直中に眠気を感じた場合には、外気に当たったり、顔

を洗ったりして眠気を覚ますようにしていたが、本事故当時、椅子に腰を

掛けた状態で船橋当直を続けていた。 

 本船は、居眠り防止装置はなかった。 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

あり 

なし 

なし 

 本船は、白岳瀬戸を手動操舵で西進中、単独で

船橋当直中の甲板員が居眠りに陥ったことから、

平戸島北西岸のハナグリ鼻付近の岩場に向けて航

行し、同岩場に乗り揚げたものと考えられる。 

 甲板員は、平戸瀬戸北口を通過し、前方の白岳

瀬戸に他船が見当たらなかったので、緊張感が薄

れて眠気を感じるようになった際、椅子に腰を掛

けて船橋当直を続けたことから、居眠りに陥った

可能性があると考えられる。 

 本船は、甲板員が、居眠りに陥ったのち、舵輪

を持っていた左手が動いて左舵が取られ、ハナグ

リ鼻付近の岩場に向けて左転しながら航行した可

能性があると考えられる。 

原因  本事故は、本船が、白岳瀬戸を手動操舵で西進中、単独で船橋当直中の

甲板員が居眠りに陥ったため、平戸島北西岸のハナグリ鼻付近の岩場に向

けて航行し、同岩場に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 
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参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考えられ

る。 

・船橋当直中に眠気を感じた場合は、椅子から離れて外気に当たった

り、顔を洗ったりして眠気を払うこと。 

・眠気を払うことができないときは、他の乗組員と船橋当直を交替する

こと。 

 




